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市は、「こころの体温計」（メンタルヘルスチェッ
クシステム）のサービスを提供しています。
同システムでは、パソコンや携帯電話でアクセ
スして簡単な質問に答えると、気軽にストレスや

落ち込み度などをチェックできます。また、結果と併せて相談窓口も
表示されますので、心のケアに役立ててください。
内容＝健康状態・人間関係などの 4択式の質問に答えると、ストレ
ス度が水槽で泳ぐ金魚・猫などの絵で表示されます。「赤ちゃんママ
モード」「家族モード」など多彩なモードがあります。
利用方法＝市ホームページで「こころの体温計」と検
索してください。携帯電話からは QRコード（＝右図）
でアクセスできます
費用＝無料（通信料は別途必要）

市は、知る権利を尊重し行政情報を公開することで、行政
の透明性を確保し、市政に対する理解や信頼を深めてもらう
ため、公文書や自己の個人情報の開示などを行っています。
平成26年度中の利用状況を下表のとおりお知らせします。
同制度の利用窓口は総務室です。
また、市役所 2階市民ロビーにある「行政資料コーナー」
では、計画書や事業概要・予算書などの閲覧がどなたでもで
きます。気軽にご利用ください。
問合せ先＝総務室（☎ 64-1337）

市は、「やる気がでない」「うつかもしれない」
と悩みを抱えている人や、「身近に自殺をほのめか
している人がいる」などの相談に電話で応じてい
ます。

一人で悩まないでまずは相談してみましょう。
ひとやすみコール＝☎ 63-7088（毎週月・水曜日〈祝日・年末年始
を除く〉午後 5時 30 分～ 8時）
【府などが開設する相談窓口】
精神保健福祉総合センターこころの相談電話＝☎ 075-645-5155（平
日午前 9時～午後 4時。正午～午後 1時を除く）
自殺ストップセンター＝☎0570-783-797（平日午前9時～午後8時）
京都いのちの電話＝☎ 075-864-4343（年中無休・24 時間対応）

市
は
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い

る
人
へ
「
児
童
手
当
・
特
例
給
付
現

況
届
」を
６
月
上
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

同
届
は
、
児
童
手
当
・
特
例
給
付

の
受
給
要
件
の
確
認
と
と
も
に
、
子

育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
申
請

書
も
兼
ね
て
い
ま
す
。

提
出
が
な
い
と
、
児
童
手
当
な
ど

の
受
給
が
で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
必
ず
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

し
め
き
り
＝
６
月
３０
日
㈫

提
出
・
問
合
せ
先
＝
子
育
て
支
援

課
（
☎
６４
・
１
３
７
６
）

教
育
委
員
会
は
、
留
守
家
庭
児
童
会
の
放
課
後

児
童
支
援
員
と
、
夏
休
み
期
間
中
の
放
課
後
児
童

補
助
員
の
パ
ー
ト
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

【
放
課
後
児
童
支
援
員
】

対
象
＝
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

▼
教
員
免
許
・
保
育
士
・
社
会
福
祉
士
の
い
ず

れ
か
の
資
格
を
有
す
る

▼
大
学
で
社
会
福
祉
学
・
心
理
学
・
教
育
学
・

社
会
学
・
芸
術
学
・
体
育
学
の
い
ず
れ
か
を
専
修

し
卒
業
し
た

▼
高
等
学
校
卒
業
ま
た
は
同
等
以
上
の
資
格
を

有
し
、
児
童
福
祉
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
事

業
を
含
む
）
に
２
年
以
上
従
事
し
た
経
験
が
あ
る

勤
務
期
間
＝
任
用
日
か
ら
平
成
２８
年
３
月
３１
日

ま
で
。
勤
務
日
は
相
談
で
決
定
し
ま
す

時
給
＝
９
７
０
円

【
放
課
後
児
童
補
助
員
】

対
象
＝
子
ど
も
が
好
き
で
熱
意
の
あ
る
大
学
生

以
上勤

務
期
間
＝
７
月
１８
日
㈯
か
ら
８
月
２６
日
㈬
ま

で
。
勤
務
日
は
相
談
で
決
定
し
ま
す

時
給
＝
９
４
０
円

【
募
集
人
数
】

若
干
名

【
申
込
方
法
】

教
育
総
務
室
か
教
育
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

あ
る
申
込
書
を
書
い
て
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
面

接
を
行
い
ま
す

【
し
め
き
り
】

６
月
１９
日
㈮

【
申
込
・
問
合
せ
先
】

教
育
総
務
室
（
☎
６４
・
１
３
９
１
）

教
育
委
員
会
は
、
夏
休
み
と
給
食
が
な
い
期
間

中
、
留
守
家
庭
児
童
会
へ
入
会
を
希
望
す
る
児
童

の
申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す
。

【
対
象
】

保
護
者
が
仕
事
な
ど
で
保
育
で
き
な
い
市
立
小

学
校
に
通
学
す
る
児
童

【
募
集
す
る
留
守
家
庭
児
童
会
】

田
辺
東
・
大
住

校
区
外
か
ら
の
申
し
込
み
も
で
き
ま
す
。
多
数

の
場
合
は
、
定
員
に
空
き
が
あ
る
留
守
家
庭
児
童

会
へ
の
入
会
と
な
り
ま
す
。
在
籍
中
の
児
童
は
申

込
不
要
で
す
。

【
期
間
】

７
月
１５
日
㈬
～
９
月
１
日
㈫
。
校
区
外
の
場
合

は
、
７
月
１８
日
㈯
～
８
月
２６
日
㈬

い
ず
れ
も
日
曜
日
・
８
月
１３
日
㈭
～
１５
日
㈯
を

除
き
ま
す
。

【
時
間
】

短
縮
授
業
中
＝
放
課
後
～
午
後
６
時
３０
分

平
日
＝
午
前
８
時
～
午
後
６
時
３０
分

土
曜
日
＝
午
前
８
時
～
午
後
５
時
３０
分

【
費
用
】

１
万
６
４
０
円
（
校
区
外
入
会
者
８
千
４
０
０

円
）・
ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
料
８
０
０
円

別
途
減
免
措
置
が
あ
り
ま
す
。

【
申
込
方
法
】

社
会
教
育
・
ス
ポ
ー
ツ
推
進
課
か
各
留
守
家
庭

児
童
会
に
あ
る
申
込
書
に
、就
労
状
況
証
明
書（
父

母
と
も
必
要
）
な
ど
必
要
書
類
と
保
険
料
を
添
え

て
持
参
し
て
く
だ
さ
い

【
申
込
期
間
】

６
月
８
日
㈪
～
１９
日
㈮
午
前
８
時
３０
分
～
午
後

５
時
１５
分
。
月
・
火
・
木
曜
日
は
午
後
７
時
ま
で

正
午
～
午
後
１
時
、
土
曜
日
を
除
き
ま
す
。

【
申
込
・
問
合
せ
先
】

社
会
教
育
・
ス
ポ
ー
ツ
推
進
課
（
☎
６４
・

１
３
９
４
）

対
象
＝
市
内
に
在
住
・
通
勤
・
通
学
す
る
１８
歳
以
上

の
人会

議
の
回
数
＝
年
３
回
程
度

平
日
昼
間
に
開
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

任
期
＝
２
年

募
集
人
数
＝
３
名
以
内

応
募
方
法
＝
計
画
交
通
課
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ

る
応
募
用
紙
を
書
い
て
、
持
参
・
郵
送
し
て
く
だ
さ
い

し
め
き
り
＝
６
月
１５
日
㈪
（
必
着
）

応
募
・
問
合
せ
先
＝
計
画
交
通
課

（
〒
６
１
０
・
０
３
９
３
〈
住
所
不
要
〉
☎
６３
・

１
２
１
９
）

対
象
＝
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
人

▼
平
成
２７
年
５
月
３１
日
現
在
、
本
市
の
住
民

基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
▼
平
成
２７
年
６

月
分
の
児
童
手
当
（
特
例
給
付
を
除
く
）
を
受

給
す
る

昨
年
度
と
異
な
り
、
臨
時
福
祉
給
付
金
対
象

者
・
生
活
保
護
受
給
者
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

支
給
額
＝
児
童
手
当
の
対
象
児
童
１
人
に
つ

き
３
千
円

申
請
方
法
＝
▼
児
童
手
当
の
受
給
者
…
市
か

ら
郵
送
す
る
「
児
童
手
当
・
特
例
給
付
現
況
届
」

を
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。
出
生
・
転
入
な
ど
で

新
た
に
受
給
開
始
す
る
人
は
、
子
育
て
支
援
課

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
▼
公
務
員
…
勤
務
先
の

案
内
に
従
っ
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い

し
め
き
り
＝
１２
月
１
日
㈫

申
請
・
問
合
せ
先
＝
子
育
て
支
援
課
（
☎

６４
・
１
３
７
６
）

対
象
＝
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
人

▼
平
成
２７
年
１
月
１
日
現
在
、
本
市
の
住
民
基
本
台
帳

に
記
載
さ
れ
て
い
る
▼
平
成
２７
年
度
の
市
民
税
が
課
税
さ

れ
て
い
な
い
▼
市
民
税
が
課
税
さ
れ
る
人
の
扶
養
親
族
に

な
っ
て
い
な
い
▼
生
活
保
護
を
受
け
て
い
な
い

申
請
方
法
＝
６
月
下
旬
に
全
世
帯
に
郵
送
す
る
案
内
を

確
認
し
、
該
当
す
る
人
は
同
封
の
同
意
書
を
返
送
し
て
く

だ
さ
い
。
給
付
要
件
を
審
査
し
、
対
象
に
該
当
す
る
人
に

は
申
請
書
を
随
時
郵
送
し
ま
す

支
給
額
＝
１
人
に
つ
き
６
千
円

申
請
・
問
合
せ
先
＝
社
会
福
祉
課
（
☎
６４
・
１
３
７
１
）

ペ
ッ
ト
を
飼
い
始
め
た
ら
、
最
後
ま

で
責
任
と
愛
情
を
持
っ
て
飼
い
ま
し
ょ

う
。
ま
た
、
適
正
な
し
つ
け
な
ど
を
行

い
、
他
人
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
に

飼
い
ま
し
ょ
う
。

【
犬
は
登
録
と
予
防
注
射
を
】

生
後
９１
日
以
上
の
犬
は
、
登
録
と
年

１
回
の
狂
犬
病
予
防
注
射
の
接
種
が
法

律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

未
登
録
の
犬
の
飼
い
主
は
、
登
録
し

鑑
札
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
市
外
で
登
録
し
た
犬
は
、
転
入
の

手
続
き
が
必
要
で
す
。

狂
犬
病
の
予
防
注
射
が
ま
だ
の
犬

は
、
市
内
の
動
物
病
院
な
ど
で
接
種
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
市
外
の
動
物
病

院
で
接
種
し
、
注
射
済
票
の
交
付
が
ま

だ
の
人
は
、
接
種
の
証
明
書
を
持
参
し

交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

費
用
＝
▼
登
録
・
鑑
札
の
交
付
…

３
千
円
。
再
交
付
は
１
千
６
０
０
円
▼

注
射
済
票
の
交
付
…
５
５
０
円
。
再
交

付
は
３
４
０
円

【
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
守
っ
て
】

人
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
、
飼
い

主
は
次
の
点
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
犬
を
散
歩
さ
せ
る
と
き
は
引
き
綱

で
つ
な
ぐ
▼
犬
の
ふ
ん
は
持
ち
帰
る
▼

猫
は
室
内
で
飼
う
▼
鳴
き
声
・
毛
の
飛

散
・
臭
い
に
気
を
配
る

児
童
手
当
・
特
例
給
付
現
況
届
の
見
本

市の民生委員・児童委員に、
2 月 27 日付で新たに 3 人が厚
生労働大臣から委嘱されまし
た。生活の悩みごとなどの相談
や福祉制度・サービスの紹介な
どを行います。

任期は平成 28 年 11 月 30 日
までです。
民生委員・児童委員（担当地
区）＝▼松永菜穂子さん（山手
西、☎ 65-4387）▼辻田もと子
さん（府営住宅、☎ 62-5664）
▼内藤康夫さん（草内、☎ 62-
6350）
問合せ先＝社会福祉課（☎
64-1371）

市
は
、
費
用
の
一
部
を
市
が
負
担
す
る

バ
ス
路
線
を
、
よ
り
便
利
で
効
率
的
な
も

の
に
す
る
た
め
、
バ
ス
交
通
等
検
証
委
員

会
の
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

高
齢
社
会
に
備
え
て
、
バ

ス
交
通
の
路
線
の
運
行
や

利
用
促
進
・
あ
り
方
な
ど

に
つ
い
て
意
見
を
聞
か
せ

て
く
だ
さ
い
。

消費税率の引き上げなどに伴い、
所得の低い人や子育て世帯の経済的
負担を緩和するため、昨年度に引き
続き国から給付金が支給されます。


